
制    定 平成 18 年 1 月 10 日 

最近改正 平成 20 年 10 月 1 日 

 

下水道用マンホール蓋等処分業者登録要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、本市下水道事業において不用となった下水道用マンホール蓋及

び集水ます鉄蓋（以下「廃棄鉄蓋等」という。）を、効率的かつ適正に処分す

るための処分業者に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（処分業者の資格） 

第２条 廃棄鉄蓋等の処分業者として登録しようとする者は、次に掲げる資格を備え

ていなければならない。 

（１）大阪市物品売払入札参加者名簿に登録されていること 

（２）大阪府金属くず営業条例に基づく金属くず営業許可を有していること 

（３）大阪市入札参加有資格者名簿（工事）に登録していないこと 

（４）廃棄鉄蓋等の搬入を受け入れるための施設（以下「受入施設」という。）を、

大阪市内に所有している又は確保することができること 

 

（登録申請手続） 

第３条 下水道用マンホール蓋等処分業者の登録申請をしようとする者は、第１号様

式による「下水道用マンホール蓋等処分業者登録申請書」に次に掲げる書類を

添付して提出したうえ、本市の登録審査を受けなければならない。 

（１）大阪市物品売払入札参加承認証の写し 

（２）金属くず営業許可証の写し 

（３）受入施設届（第２号様式） 

（４）最終処分先届（第３号様式） 

（５）誓約書（第４号様式） 

（６）その他本市が特に必要と認めるもの 

 

（登録審査） 

第４条 登録申請の審査は書面により行う。 

２  前項の審査において、本市が必要と判断した場合は、現地調査等を行う。 

３  前２項の審査結果については、申請者に対し書面により通知する。 

 

（登録期間） 

第５条 登録の有効期限は、審査結果通知日からその日の属する年度の３月３１日ま

でとする。 

 



（登録の変更及び更新） 

第６条 登録された処分業者(以下「登録者」という。)は、第３条により登録申請を

した内容に変更が生じたときは、本市に対し、速やかに変更のための申請をし

なければならない。 

２  登録者は、登録期間満了後も登録しようとするときは、登録期間満了の１か

月前までに更新のための申請をしなければならない。 

３  登録の変更及び更新の申請手続きについては、第３条の規定を準用する。 

 

（登録者の義務） 

第７条 登録者は、廃棄鉄蓋等の受入、輸送及び処分において、次に掲げる義務を負

う。 

（１）廃棄鉄蓋等は、溶融など本市の指示する適正な方法により最終処分すること 

（２）廃棄鉄蓋等を、再利用したり、不法投棄するなどの法令違反を行わないこと 

（３）廃棄鉄蓋等を受け入れたときは、最終処分を行うまで、盗難等がないよう適切

に管理をすること 

（４）廃棄鉄蓋等を輸送するための適正な体制を確立すること 

（５）廃棄鉄蓋等の受入、輸送及び処分に関して生じた問題は、登録者の責任におい

て解決すること 

 

（登録の取消し） 

第８条 登録者が次の各号に該当するときは、本市はその登録を取り消すことができ

る。 

（１）登録者が第２条各号に掲げる資格のいずれかを欠いたとき 

（２）登録者が第７条各号の規定に違反しているとき 

（３）申請内容に虚偽があったとき 

（４）その他登録を取消すべき重大な事由が発生したとき 

 

（履行状況の確認） 

第９条 登録者の処分の履行状況を確認するため、本市は随時、現地調査の実施等を

求めることができる。 

２  登録者は、前項の規定による現地調査に立ち会うなど、本市の指示に従わな

ければならない。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

２．一般競争入札による売払い契約に関しては除外とする。 

     附 則 

この要綱は、平成２０年１０月１日から施行する。 



第 1号様式（第３条関係） 

 

下水道用マンホール蓋等処分業者登録申請書 

（新規・変更・更新） 

 

  年  月  日 

 

大阪市 建設局長 様 

 

申請者 

所 在 地 

会 社 名 

代 表 者 名 

電 話 番 号    （   ） 

 

 

下水道用マンホール蓋等処分業者登録要綱に基づき、登録をしたいので次の関係書類

を添えて申請します。 

 

記 

 

 １ 大阪市物品売払入札参加承認証の写し 

２ 金属くず営業許可証の写し 

３ 受入施設届 （第２号様式） 

４ 最終処分先届（第３号様式） 

５ 誓約書   （第４号様式） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



第2号様式（第3条関係）

会社名

受入場所

住　所

　大阪市　　　　　　区

施設名称等

住　所

　大阪市　　　　　　区

施設名称等

施設概要

面　　　積

施設内容

面　　　積

施設内容

連絡先（電話） （　　　　） （　　　　）

担当者

位　置　図

※　受入施設等は大阪市域内に有すること。

受入施設届

※　受入施設等が直営施設でない場合は、提携先の承諾書等を添付すること。

※　受入施設等が複数の場合はすべて記入すること。



  年  月  日 
 
大阪市 建設局長 様 
 

          （受入施設会社） 
        住  所 
        会 社 名 
        代表者名 

㊞ 
 
 

受入施設提携証明書 
 
 
 下記の会社と受入施設についての提携を行っていることをこの書面をもって

証明します。 
また、受け入れた廃棄鉄蓋等について、申請者の提出した誓約書の各事項に

違反しないことを誓約します。 
 
 

記 
 
 
１． 証 明 期 間      年  月  日から    年  月  日 
 
２． 申 請 者 名  住  所 
           会 社 名 
           代表者名 



第3号様式（第3条関係）

最終処分方法
（□にレを付けてください）

最終処分先

輸送体制
（輸送方法）

（□にレを付けてください）

備　考

　※　最終処分先が複数の場合はすべて記入すること。

　※　廃棄鉄蓋等は、溶融するなど適正に最終処分を行い、再利用又は不法投棄をしないこと。

最終処分先届

会社名

□　　溶　融
　
□　　その他（　　　　　　　　　）

　名　称

　住　　所

　電　　話

　□　　溶　融

　□　　その他（　　　　　　　　　）

□　直　営

□　委　託　：委託先

□　直　営

□　委　託　：委託先

　

　名　称

　住　　所

　電　　話



 

 

第４号様式（第３条関係） 

 

誓 約 書 

 

  年  月  日 

 

大阪市 建設局長 様 

 

 

申請者 

所 在 地 

会 社 名 

代 表 者 名 

電 話 番 号    （   ） 

 

 

下水道用マンホール蓋等処分業者登録の申請に際し、次の事項について違反しないこ

とを誓約します。 

 

 

１ 廃棄鉄蓋等は、溶融など本市の指示する適正な方法により最終処分すること。 

２ 廃棄鉄蓋等を、再利用したり、不法投棄するなどの法令違反を行わないこと。 

３ 廃棄鉄蓋等を受け入れたときは、最終処分を行うまで、盗難等がないよう適切に管理をす

ること。 

４ 廃棄鉄蓋等を輸送するための適正な体制を確立すること。 

５ 廃棄鉄蓋等の受入、輸送及び処分に関して生じた問題は、申請者の責任において解決する

こと 
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